
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）大阪府内のすべての市町村における鑑
定評価の均衡を図るための調整機能を担っ
ている左記法人と随意契約を行った。

理由

～令和2年3月31日
令和３年度評価替えに係る標準宅地鑑定業務 大阪狭山市内全域 令和元年10月1日 令和元年10月2日 公益社団法人　大阪府

不動産鑑定士協会10,656,800円

随意契約結果一覧表（測量・建設コンサルタント等）

件　名 場　所
契約日
契約金額

期間 請負人



防災拠点（屋内運動場）無線ＬＡＮシステム
の保守業務

大阪狭山市立各小中学校（１
０校）

令和元年10月1日 令和元年10月1日 富士通ネットワークソ
リューションズ（株）
関西支店

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。

1,138,566円 ～令和2年3月31日

理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行機器の適正な維持管理を図るた
め、当該機器メーカーである左記業者と随
意契約を行った。

909,700円 ～令和2年1月31日
街頭防犯カメラ定期点検業務 大阪狭山市半田一丁目地内他

１９箇所
令和元年10月1日 令和元年10月2日 ＴＯＡ（株）大阪営業

所

随意契約結果一覧表（業務委託）

件　名 場　所
契約日
契約金額

期間 請負人


